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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２９年９月２８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２９年４月５日 １３時３０分ごろ 

発生場所 高知県室戸市室戸岬北東方沖 

 室戸岬灯台から真方位０４６°１５.５海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３３°２５.６′ 東経１３４°２３.９′） 

事故の概要  押船マリンは、バージマリン１８と押船列を構成して南西進中、ま

た、漁船松栄
しょうえい

丸は、北西進中、マリン１８と松栄丸とが衝突した。 

 マリン１８は、左舷船尾部外板に擦過傷を生じ、また、松栄丸は、

船首部に圧壊等を生じた。 

事故調査の経過  平成２９年４月１３日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）を指名した。 

 なお、後日、１人の地方事故調査官を新たに指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 押船 マリン、４１４トン 

   １３６５５６、株式会社千石 

   ２６.５４ｍ×１７.６５ｍ×７.５３ｍ、鋼 

   ディーゼル機関２基、２,９４２kＷ（合計）、平成１３年２月

２４日 

Ｂ バージ マリン１８、３,８９５トン 

   なし、株式会社千石 

   １０７.８８ｍ×２０.００ｍ×７.００ｍ、鋼 

   機関なし、平成１３年（建造） 

Ｃ 漁船 松栄丸、７.９トン 

   ＫＯ２－６０２３（漁船登録番号）、個人所有 

   １１.９９ｍ（Lr）×３.６１ｍ×１.５３ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、２２０.６０kＷ、昭和６２年２月２６日 

   第２８０－２１５７８号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５４歳 

   五級海技士（航海） 

 免 許 年 月 日 昭和６０年７月４日 

 免 状 交 付 年 月 日 平成２７年２月５日 

 免状有効期間満了日 平成３２年７月３日 
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  航海士Ａ 男性 ６０歳 

   五級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和６１年２月１３日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２７年１０月５日 

    免状有効期間満了日 平成３３年２月１２日 

Ｃ 船長Ｃ 男性 ７０歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５０年３月２０日 

    免許証交付日 平成２６年７月２８日 

           （平成３１年１２月７日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 左舷船尾部外板に擦過傷 

Ｃ 船首部に圧壊等 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南南西、風力 ４、視界 良好 

海象：波向 南、波高 約１.０～１.５ｍ 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか３人が乗り組み、船首部をＢ船の

船尾部に嵌
かん

合
ごう

して全長約１１６ｍの押船列（以下「Ａ船押船列」とい

う。）を構成し、高知県須崎市須崎港に向けて阪神港大阪区を出港し

た。 

 Ａ船押船列は、航海士Ａが、平成２９年４月５日１０時００分ごろ

から単独で船橋当直につき、自動操舵により針路約２２０°（真方

位）、約１１.７ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で室戸

岬北東方沖を航行した。 

 航海士Ａは、目視及び６Ｍレンジとしたレーダーにより見張りを行

っていたところ、左舷船首４５°３Ｍ付近にＣ船を含む約３～４隻の

小型漁船群が陸岸に向けて北西進している映像を認め、Ａ船押船列の

前路を右方に横切る態勢であることを確認した。 

 航海士Ａは、レーダーを徐々に短距離レンジに切り替えながら見張

りを行っていたところ、Ｃ船以外の漁船が右転するなどしてＡ船押船

列の船尾方を通過することを確認する一方、Ｃ船の方位に変化が認め

られない状態であったものの、Ａ船押船列が保持船であるので、いず

れＣ船も他の漁船と同様にＡ船押船列を避航するものと思い、同じ針

路及び速力で航行を続けた。 

 航海士Ａは、Ｃ船が左舷船首方０.５Ｍ付近に接近した際、手動操

舵に切り替えてＣ船に対して汽笛で長音を２回吹鳴したものの、Ｃ船

の方位変化が認められずに左舷船首方１００～２００ｍ付近に接近し

たことを認めた。 

Ａ船押船列は、航海士Ａが、Ｃ船の船尾方を航過しようと左舵５°

を取った後、更に左舵５°を取ったものの、１３時３０分ごろ、Ｂ船
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の左舷船尾部とＣ船の船首部とが衝突した。 

船長Ａは、衝突の衝撃を感じて昇橋し、航海士Ａに負傷者の有無及

び損傷状況を確認するよう指示した後、携帯電話で船舶所有者及び海

上保安庁に本事故の発生を連絡した。 

 Ａ船押船列は、事故発生場所で漂泊した後、海上保安庁の指示によ

り、２１時００分ごろ須崎港に入港した。 

 Ｃ船は、船長Ｃが１人で乗り組み、室戸岬東南東方沖において、め

だい一本釣り漁を終え、高知県東洋町甲
かんの

浦
うら

港に向けて約８knの速力

で自動操舵により北西進した。 

船長Ｃは、漁場を出発後、後部甲板の操舵室出入口付近に立ち、目

視により周囲の見張りを行っていたが、何もしないと時間がもったい

ないと思い、同甲板上に置いた箱に腰を掛けて左舷側を向いた姿勢

で、翌日の操業時に使用する漁具の準備作業を始めた。 

船長Ｃは、ふだんから土佐黒潮牧場１５号施設灯付近を航行する船

舶が多いことを知っていたので、周囲の見張りを行いながら、適宜、

休憩をとっていたものの、同施設灯を通過後、航行する船舶が少ない

海域に達し、また、周囲に他船を認めなかったので、航行の支障とな

る船舶はいないものと思い、漁具の準備作業を再開することとした。 

船長Ｃは、箱に腰を掛けた姿勢で作業を続けていたところ、突然、

衝撃を受けて操舵室内に飛ばされた後、すぐに機関を中立として周囲

を確認したところ、Ａ船押船列と衝突したことを知った。 

船長Ｃは、浸水の有無を確認し、所属する漁業協同組合及び海上保

安庁への本事故発生の連絡を船長Ａに依頼した後、来援した僚船に伴

走されて甲浦港に帰港した。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項 航海士Ａは、ふだん、小型漁船が直前で避航することを何度も経験

していたので、本事故当時もいずれＣ船が避航するものと思い、見張

りを続けていた。 

船長Ｃは、Ｃ船にレーダーが装備されていたが、レーダーアンテナ

に不具合があり、ふだんから使用していなかった。 

船長Ｃは、本事故発生前にＡ船押船列が吹鳴した汽笛音が聞こえな

かった。 

船長Ｃは、本事故当時、救命胴衣を着用していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ なし、Ｃ あり 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし 

Ａ船押船列は、室戸岬北東方沖を南西進中、航海士Ａが、左舷船首

方から接近するＣ船の方位に明確な変化が認められず、汽笛を吹鳴し

た後、依然としてＣ船が避航の気配を示さないまま接近することを認
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めたものの、針路及び速力を保持して航行を続けたことから、衝突を

避けるための動作をとる時機を失し、Ｃ船と衝突したものと考えられ

る。 

航海士Ａは、Ａ船押船列が保持船であり、いずれＣ船も他の漁船と

同様にＡ船押船列を避航するものと思ったことから、針路及び速力を

保持して航行を続けたものと考えられる。 

Ｃ船は、室戸岬北東方沖を北西進中、船長Ｃが、操舵室出入口付近

で箱に腰を掛け、左舷側を向いた姿勢で漁具の準備作業を行い、見張

りを行っていなかったことから、右舷船首方のＡ船押船列に気付かず

に航行を続け、Ａ船押船列と衝突したものと考えられる。 

船長Ｃは、航行する船舶が少ない海域に達し、また、周囲に他船を

認めなかったことから、航行の支障となる船舶はいないものと思い、

漁具の準備作業を行っていたものと考えられる。 

原因  本事故は、室戸岬北東方沖において、Ａ船押船列が南西進中、Ｃ船

が北西進中、航海士Ａが、左舷船首方から接近するＣ船の方位に明確

な変化が認められず、汽笛を吹鳴した後、依然としてＣ船が避航の気

配を示さないまま接近することを認めたものの、針路及び速力を保持

して航行を続け、また、船長Ｃが、漁具の準備作業を行い、見張りを

行っていなかったため、両船が衝突したものと考えられる。 

参考 

 

 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・常時適切な見張りを行うこと。 

・衝突を避けるための動作は、十分に余裕のある時機に大きく行う

こと。 

・海上衝突予防法などに基づき適切に音響信号を行うこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ａ船押船列 

Ｃ船 

× 

事故発生場所 
高知県 

徳島県 

室戸岬灯台 

甲浦港 

漁場 

高知県東洋町 

事故発生場所 

（平成２９年４月５日 

 １３時３０分ごろ発生） 

土佐黒潮牧場 

１５号施設灯 


